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２３１９

国土ミッシングリンクの解消

（理由）国土の骨格を形成する高規格
幹線道路網は、国の責任において
整備されるべきと考えるため。

（理由）舞鶴若狭自動車道整備の事業主体
である中日本高速道路株式会社、
西日本高速道路株式会社に対する
支援等、内容の詳細が明らかに
されていないため。

（舞鶴若狭自動車道）



舞鶴若狭自動車道は、日本海国土軸の一翼を担い、沿線地域の発展
にとって極めて重要であるのみならず、国土の東西軸の強化を図る
観点からも整備される必要がある。この事業により、現在ミッシング
リンクとなっている舞鶴若狭自動車道の整備促進が期待できる。

別紙のとおり



（別紙） 
 
４．その他ご意見 

舞鶴若狭自動車道は、日本海国土軸の一翼を担い、「中国自動車道」、「名神

高速道路」、「北陸自動車道」等と一体となる北近畿の大環状ネットワークを

形成し、災害時等における東西方向の代替・迂回道路として、また、緊急避

難道路として、国策上重要な路線であるばかりでなく、沿線地域の発展にと

って極めて重要な路線であります。 
  また、国道２７号の慢性的な交通渋滞の解消や一日交流圏の拡大による広

域観光の促進など、本路線に対する地元の期待は大変大きいものがあります。 
  つきましては、残る小浜西・敦賀間約５０ｋｍの早期完成をはじめとする

次の事項について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。 
 
１ 平成２３年夏の開通が示された小浜西・小浜間（１１㎞）の確実な開通

と、平成２６年度開通予定の小浜・敦賀間（３９㎞）の一日も早い開通を

図ること 
２ 事業主体である中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社に対

する最大限の支援を実施すること 
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